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諮問第４７０号 
墨田区堤通の温泉掘削について 

 

１ 申請者  株式会社アトラ 

２ 目 的  新規温浴施設へ供給（浴用） 

３ 申請地  墨田区堤通地内 

４ 地 目  宅地 

□ 掘削工事 

ゆう出路の口径  248.8 ～151.0 ミリメートル 

ゆう出路の深度  1500 メートル 

施工方法     ロータリー式垂直掘削 

□ 利用計画（予定） 

施設概要      温浴施設 

揚 湯 量      49.25 立方メートル／日 

□ 申請地周辺の状況等（図１～３及び写真①～③） 

土  地      温泉掘削について土地所有者の承諾済 

周辺概況      東武伊勢崎線曳舟駅から北西に約 800m。隅田川から

約 100ｍ。周辺はマンションや、住宅、商業施設等

が立地する。 

          既存倉庫をリニューアルし、温浴施設とする予定 

既存源泉等（半径 1km）   なし 

水道水源井戸等（半径 1km）なし 

湧  水（半径 1km） なし 

□ 他法令関係         

特になし 

□ 可燃性天然ガス対策 

噴出のおそれのある地域に該当するため、敷地境界から８メートル以上の

離隔距離を確保する。 
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地理院地図（タイル）（国土地理院）を加工して作成 

地理院地図（タイル）（国土地理院）を加工して作成 

 
 
 

 

     
   図３ 詳細図（撮影方向）             ①申請地点 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   ②申請地点周辺              ③申請地点周辺 

：規制なし 
揚 湯 量 ：規制なし 

：21 cｍ2 以下 
揚 湯 量：150 m3/日 以下 

：6 cm2 以下 
揚 湯 量：50 m3/ 日以下 

申請地点 

① ② 

図１ 申請地（広域図） 図２ 周囲１km 付近の様子 

③ 

半径１km 

掘削地点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区堤通の温泉掘削について 

（事業者説明資料） 
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●掘削地点 

 東京都墨田区堤通一丁目１番２ 

 

●掘削目的 

 温浴施設における浴用に供する為 

 

 

 

 

●施工計画 

（１）可燃性ガス対策 

温泉法及び「東京都可燃性天然ガスに係る温泉施設安全対策暫定指針」の「第

２章温泉掘削工事における可燃性天然ガスの安全対策」（平成２０年９月２９日

改正）に従って実施する。 
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（2）環境対策 

 

・廃棄物の処理 

掘削排泥水・掘屑・泥水（泥土）はタンクに溜置きし適時バキューム車にて搬

出し、産業廃棄物として処理します。 

 

・騒音振動等公害対策と近隣への対応 

低公害型機器を使用する。日曜日は休工とします。苦情があった場合は速やか

に対応し、対策及び改善を行ってから工事を再開する。 

 

・関係法令・関係機関との協議 

特に許認可を必要とするものはありません。 

 

・その他施工に関する対応について 

機材搬入出等工事車両の通行については、通勤・通学の時間帯を回避致します。  

作業時間・作業期間等変更がある場合は、事前に文書等配布し周知致します。 

 

（3）揚湯試験 

段階・連続・回復試験を環境省のガイドラインに準じた方法で実施致します。 

排水については、沈殿槽を設け下水道設備に支障の無いよう注意致します。 
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●近隣の事前説明の結果 

 
 

方法及び範囲 

新型コロナウイルス蔓延により「緊急事態宣言中」であった為、説明資料を配

布又は投函し、後日問い合わせに対応する形で実施しました。 

 

・説明資料手渡し : 敷地境界から 30m の範囲 

・説明資料投函  : 敷地境界から 60m の範囲 

 

配布日時 ２０２１年７月２２日～８月６日 

質疑期間 ２０２１年８月末日（９月以降も受付対応しています。） 

 

説明内容  

掘削位置図・工程表・櫓図・温泉掘削工事断面図・工事搬入出路図・工事時間・

問い合わせ先を温泉掘削工事計画の資料として配布しました。 
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主な問い合わせ内容及び回答 

Ｑ１. 温泉掘削に伴う地盤沈下の問題はありますか？ 

Ａ1 . 地盤沈下対策の為、温泉の汲み上げ規制によって制限があります。 

 

Ｑ２. 騒音・振動はどの程度のものか？ 

Ａ２. 低騒音型の機器を使用致します。工事中に気になる場合は御連絡頂けれ

ば、対応・対策致します。 

    振動については、地下１，５００ｍ以深も比較的柔らかな地層である

為、掘削による振動の影響は無いと判断しております。 

 

Ｑ３. 掘削の重機の転倒事故を心配する。 

Ａ３. 掘削機は自走式では無く、定置型ですので心配ありません。 

 

Ｑ４. 温泉掘削後の事業内容を説明して欲しい。 

Ａ４. 建物の改築設計が決定しましたら、説明致します。 

 

Ｑ５. 温泉掘削から察すると温浴施設だと思うが、開業後に風俗店（パチンコ

店）等に変更することはないか？ 

Ａ５. 日帰り温浴施設です。 

 

Ｑ６. 可燃性ガス対策の措置が必要（可燃性天然ガスの噴出の恐れがある敷地） 

のようだが、安全対策について説明願いたい。 

Ａ６. 温泉掘削に伴う可燃性ガス対策は、環境省が定める基準に基づき施工い 

たします。また消防庁にも安全対策等資料を提出し、現地確認をして頂 

く事となっております。掘削後の温泉利用についても細かな基準があり、 

可燃性天然ガスが適切に処理されていなければ利用することはできま 

せん。 

 

Ｑ７. 掘削位置が当マンションに近いようだか、この位置でなくてはならない

理由はあるか？ できれば極力離してほしい。 

Ａ７. 既存建物を利用する為、計画上の制約がありお知らせした位置となりま

した。 

    また、温泉掘削位置については、環境省の基準に準じた隣地境界からの

離隔を確保しております。 
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Ｑ８.  現段階で開示できる情報（建築物の計画・規模等）があれば開示願いた

い。 

Ａ８.  計画は温泉を利用した皆様が利用できる温浴施設（日帰り温泉）で、規

模については、既存建物を利用した計画となっております。 

 

Ｑ９.  マンションの居住者に対して、建築の計画など説明会の開催が必要と考

えられる。対応をお願いしたい。 

 

Ａ９.  温泉掘削に関する説明会、および、建築計画に関する説明は、人を集

めることになるので新型コロナ感染予防の観点から行わないこととい

たしました。 

代わりとしまして、フリーダイヤルによる質問窓口を設けさせていた

だいております。 

ご質問等ある方におきましては、通常の集団で開催する説明会におい

て、周囲の視線が気になり手を挙げられない方や、通常と異なる時間

帯にお仕事をされていて出席できなかった方へ対しても、集団で開催

する説明会よりもフリーダイヤルによる個別対応の方が丁寧で正確な

情報が近隣の皆様に伝わると考えています。 

 

以上の内容でした。 
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墨田区堤通の温泉掘削に係る許可基準の適合状況 

□許可の基準（温泉法第４条第１項各号） 

・温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼさないこと（第１号） 

・公益を害するおそれがないこと（第３号） 

 

基準 本申請の内容 

①温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について 

（平成 17 年１月 17 日東京都自然環境保全審議会答申） 

制限距離以上を既存源泉からとること。制限距離以内に源泉

が存在する場合は、揚湯量の合計が②に示される量以下であ

ること。 

制限距離：1000 m 

制限距離内に既存源泉等

なし 

②温泉動力の装置の許可に係る審査基準 

（平成 10 年７月１日東京都告示第 724 号） 

・揚湯量：50 ｍ3／日以下 

 49.25ｍ3／日 

③温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて 

（平成 20 年９月９日東京都自然環境保全審議会温泉部会決定） 
 

ア 

配慮を要する井戸への影響： 

周辺１km 以内の水道水源井戸又は水道未給水地域におけ

る生活の用に供する井戸 

配慮を要する井戸なし 

イ 

配慮を要する湧水への影響： 

周辺１km 以内で、重要な役割を持つとして区市町村が指

定又は判断する湧水 

配慮を要する湧水なし 

 ＜周辺自治体からの申請に対する地下水保全に関する意見＞ 

墨田区：なし 

台東区：なし 
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・可燃性天然ガスによる災害防止に関する基準に適合していること（第２号） 

 

基準 本申請の内容 

温泉法施行規則第１条の２各号 

ア 

掘削口から敷地境界線までの水平距離が８ｍ以上であるこ

と 

（規則１条の２第１号） 

水平距離 ８ｍ以上 

イ 

火気を使用する設備を設置しないこと 

火気を使用する作業をしないこと 

火気の使用を禁止する旨を掲示すること 
（規則１条の２第２号） 

火気設備を設置しない 
火気作業（※）をしない 
火気禁止を掲示する 
※ケーシング設置時の溶接作業を

除く 

ウ 

掘削口から水平距離８ｍの範囲内で、関係者以外の立入り

を制限すること 

（規則１条の２第３号） 

周囲にフェンスを設置し、立

入りを制限する 

エ 

携帯型のガス測定器及び消火器を備えていること 

（規則１条の２第４号） 
ガス測定器及び消火器を備え

置く 

オ 

噴出防止装置及び警報設備を設置すること 

（規則１条の２第５号、第６号） 
噴出防止装置：アニュラー型 
検知器は掘削口直上に設置、

25％LELで発報 

カ 

毎日１回以上、掘削口の周辺のメタンの濃度を測定し保存

すること 

（規則１条の２第７号、第９号） 

毎作業日、メタンの濃度を測

定し保存する 

キ 

掘削に係る災害防止規定を作成し、掘削の場所に備え置く

こと 

（規則１条の２第１０号） 

現場事務所に備え置く 

ク 

災害その他の非常の場合には、「キ」の規定に従って必要

な措置を行うこと 

（規則１条の２第１１号） 

必要な措置を行う 
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諮問第４７２号 
八丈島八丈町中之郷(NOE-6)の温泉掘削について 

 
 
  

 

１ 申請者  ＯＲジオ八丈島株式会社 

２ 目 的  産業利用（地熱発電用） 

３ 申請地  八丈島八丈町中之郷地内 

４ 地 目  雑種地 

□ 掘削工事 

ゆう出路の口径 320.4～215.9 ミリメートル 

ゆう出路の深度 1,270 メートル（掘削長 1,300 メートル） 

施工方法    ロータリー式掘削 

□ 利用計画（予定） 

施設概要    地熱発電施設（発電出力 4,444 kW） 

産 出 量    32.6 t/h （NOE-3 との合算量） 

□ 申請地周辺の状況等（図１～３及び写真①～③） 

土   地   東京電力パワーグリッド株式会社所有 

周 辺 概 況   掘削開始地点は平成 31 年に発電を終了した東京電力パ

ワーグリッド株式会社による地熱発電所の敷地内で、八

丈島南部の三原山中腹に位置する。周辺は森林であり、

近隣に地熱利用農業用温室が立地。 

既 存 源 泉 (半径 1km) あり（同一敷地内） 

水道水源井等 (半径 1km) なし 

湧   水 (半径 1km) なし 

□ 他法令関係         

自然公園法（富士箱根伊豆国立公園） 

□ 可燃性天然ガス対策        

噴出のおそれのある地域に該当しないため、敷地境界から３メートル以上

の離隔距離を確保する。 
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図１ 申請地（広域図） 図２ 周辺１km、1.5km の様子 

  

図３ 詳細図（撮影方向） ①申請地点 

  

②申請地点周辺 ③申請地点周辺 
 

② 

申請地点 

吐出口断面積：規制なし 
一日の揚湯量：規制なし 

申請地点 

③ 

半径 1 km 
半径1.5 km 

既存源泉 
湧  水 

① 

掘削許可済 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

八丈町中之郷の温泉掘削について 

（事業者説明資料） 
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八丈島八丈町中之郷(NOE-6)の温泉掘削に係る許可基準の適合状況 

□許可の基準（温泉法第４条第１項各号） 

・温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼさないこと（第１号） 

・公益を害するおそれがないこと（第３号） 

 

基準 本申請の内容 

①温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について 

（平成 17 年１月 17 日東京都自然環境保全審議会答申） 

制限距離以上を既存源泉からとること。制限距離以内に源泉

が存在する場合は、揚湯量の合計が②に示される量以下であ

ること。 

指定地域外 

②温泉動力の装置の許可に係る審査基準 

（平成 10 年７月１日東京都告示第 724 号） 

・揚湯量：150 ｍ3／日以下 

指定地域外 

③温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて 

（平成 20 年９月９日東京都自然環境保全審議会温泉部会決定） 
 

ア 

配慮を要する井戸への影響： 

周辺１km 以内の水道水源井戸又は水道未給水地域におけ

る生活の用に供する井戸 

配慮を要する井戸なし 

イ 

配慮を要する湧水への影響： 

周辺１km 以内で、重要な役割を持つとして区市町村が指

定又は判断する湧水 

配慮を要する湧水なし 

 ＜周辺自治体からの申請に対する地下水保全に関する意見＞ 

八丈町：なし 
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・可燃性天然ガスによる災害防止に関する基準に適合していること（第２号） 

 

基準 本申請の内容 

温泉法施行規則第１条の２各号 

ア 

掘削口から敷地境界線までの水平距離が３ｍ以上であるこ

と 

（規則１条の２第１号） 

水平距離 ３ｍ以上 

イ 

火気を使用する設備を設置しないこと 

火気を使用する作業をしないこと 

火気の使用を禁止する旨を掲示すること 
（規則１条の２第２号） 

火気設備を設置しない 
火気作業（※）をしない 
火気禁止を掲示する 
※ケーシング溶接・溶断作業を除く 

ウ 

掘削口から水平距離３ｍの範囲内で、関係者以外の立入り

を制限すること 

（規則１条の２第３号） 

周囲に柵を設置し、立入りを

制限する 

エ 

携帯型のガス測定器及び消火器を備えていること 

（規則１条の２第４号） 
ガス測定器及び消火器を備え

置く 

オ 

毎日１回以上、掘削口の周辺のメタンの濃度を測定し保存

すること 

（規則１条の２第７号、第９号） 

毎作業日、メタンの濃度を測

定し保存する 

カ 

掘削に係る災害防止規定を作成し、掘削の場所に備え置く

こと 

（規則１条の２第１０号） 

現場事務所に備え置く 

キ 

災害その他の非常の場合には、「カ」の規定に従って必要

な措置を行うこと 

（規則１条の２第１１号） 

必要な措置を行う 
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諮問第４７３号 
大田区西蒲田の温泉掘削について 

 

１ 申請者  株式会社くらしの友 

２ 目 的  新設ホテルの温浴施設へ供給（浴用） 

３ 申請地  大田区西蒲田地内 

４ 地 目  宅地 

□ 掘削工事 

ゆう出路の口径  100.8 ミリメートル 

ゆう出路の深度  200 メートル 

施工方法     ロータリー式垂直掘削 

□ 利用計画（予定） 

施設概要      宿泊施設の温浴施設 

揚 湯 量      66.1 立方メートル／日 

□ 申請地周辺の状況等（図１～３及び写真①～③） 

土  地      申請者所有 

周辺概況      東急線蒲田駅から南に約 30m。周辺はマンションや

商業施設等が立地する。 

既存源泉等（半径 1km）   あり（図２参照） 

水道水源井戸等（半径 1km）なし 

湧  水（半径 1km） なし 

□ 他法令関係         

特になし 

□ 可燃性天然ガス対策 

噴出のおそれのある地域に該当するため、敷地境界から８メートル以上の

離隔距離を確保する。 
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地理院地図（タイル）（国土地理院）を加工して作成 

地理院地図（タイル）（国土地理院）を加工して作成 

 

 
 

 
     
   図３ 詳細図（撮影方向）             ①申請地点 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   ②申請地点周辺              ③申請地点周辺 

① 

② 

③ 

：規制なし 
揚 湯 量 ：規制なし 

：21 cｍ2 以下 
揚 湯 量：150 m3/日 以下 

：6 cm2 以下 
揚 湯 量：50 m3/ 日以下 

申請地点 

既存源泉 

図１ 申請地（広域図） 図２ 周囲１km 付近の様子 

半径１km 

掘削地点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区西蒲田の温泉掘削について 

（事業者説明資料） 
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●掘削地点 

東京都大田区西蒲田 8丁目 1-6 

 

 

 

 

●掘削目的 

 新設ホテルの浴槽に給湯 

 

 

 

 

 

1 

①蓮沼温泉 西蒲田 6-16-1 約 660m 

②大田黒湯温泉 西蒲田 6-5-17 約 720m 

③女塚温泉 西蒲田 5-10-5 約 630m 

④黒湯の温泉 蒲田 1-26-16 約 550m 

⑤弘城温泉 西蒲田 7-4-12 約 300m 

⑥蒲田温泉 蒲田本町 2-23-2 約 700m 



●施工計画 

(1）可燃性天然ガス対策 

 施工中は、毎日携帯型ガス検知器で所定の箇所を測定し、記録する。 

  掘削中の泥水にガス気泡が現れた場合は、BOPを作動させ孔口を閉鎖し、泥水調整しガ 

ス噴出を押さえながら掘削する。 

 



（2）環境対策 

 ・廃棄物の処理 

  排泥水：掘削時に出る排泥水は、沈殿槽で沈砂させて上澄みを下水道へ放流する。 

  堀屑・汚水（泥土）：産業廃棄物として、全量場外処理する。 

・騒音振動等公害対策と近隣への対応 

  超低騒音の発電機等低公害型機器を使用する。また、場合により発電機等騒音の大きな

機械周りを防音シート等で覆い、騒音の低下に努める。日曜日・祝日は休工とする。 

硬い地層等の振動が大きくなる場合は、パワーを落として掘削する。 

苦情が発生した場合は、苦情対策完了まで作業を行わない。 

 ・関係法令・関係機関との協議 

   他法令の許認可状況：【大田区役所 環境対策課】ホテルは「特定作業場」に該当する

為、工事前に届ける事。 

   関係機関からの意見：【南部下水道事務所】掘削に伴う排水は汚水管に放流し、一時使用

届を提出する事。 

             【東京消防庁 特殊災害課】災害防止規定はよいが、責任者・担当

者の空欄箇所は、掘削前に記載し提出する事。 

 ・その他施工に関する対応について  

   施工における環境対策等：掘削予定地は住宅地、近隣商業地の為歩行者等が多い。車両

の作業出入口には誘導員を配置し、現場内には第三者が立ち

入れないように隙間なく仮囲いを施し、自治会長と密に連絡

をとり、住民の苦情等を先行で把握して施工する。  

（3）揚湯試験 

   揚湯試験は、予備揚湯で坑内水が清浄になってから、限界揚湯量、適正揚湯量を求める 

ために揚湯量を 5段階以上に等分し、各々の揚湯量における水位、温度を測定し、解析 

する。 

各段階は、2時間以上測定するが、水位が十分に安定した場合（水位低下速度が１時間に 

0.1ｍ以下になった時）は、次の段階に移行する。 

揚湯試験結果表に基づく水位降下量図から、変曲点（限界揚湯量）を求めるグラフを作表 

する。この点が最大湧出量なので、長期の安定した揚湯を確認する為、最大揚湯量の 70％ 

～80％で連続して揚湯を 8時間以上行う。連続揚湯終了後、水位の回復データーを取得 

し、地層の透水係数等の資料とする。 

また、試験前に南部下水道事務所と打合せの上、一時使用届を提出し適切な処理の上、揚 

湯水を汚水管に排水する。 
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●近隣への事前説明結果 

 （1）対象者：西蒲田 8丁目自治会 

意見・要望：特段の反対はない。 

説明の訪問日を提案するも、施工時期が未定ならば早くからビラ等 

配布では忘れてしまう為、施工日が決まったら配布先も含めて再度打 

合せたい旨の要望であった。 

 

（2）対象者：蒲田西口商店振興組合 

意見・要望：以前よりホテル建築の計画は承知しているが、新型コロナ等でホテル 

計画も遅れが出ていると伺っている。ホテルが出来れば人が増え組合

としてもメリットがある為、特に反対はないが、工事がいつになるか

判らないのに早くに工事案内を配っても忘れるため、工事開始が判っ

た時点での配布が望ましい。 

 

（3）対象者：JR東日本 

意見・要望：掘削申請地から沿線まで十分な離隔が取れているので、協議の必要は 

ない。 

 

（4）対象者：東急電鉄㈱ 

意見・要望：掘削申請地から沿線まで十分な離隔が取れているので、協議の必要は 

ない。 
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大田区西蒲田の温泉掘削に係る許可基準の適合状況 

□許可の基準（温泉法第４条第１項各号） 

・温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼさないこと（第１号） 

・公益を害するおそれがないこと（第３号） 

 

基準 本申請の内容 

①温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について 

（平成 17 年１月 17 日東京都自然環境保全審議会答申） 

制限距離以上を既存源泉からとること。制限距離以内に源泉

が存在する場合は、揚湯量の合計が②に示される量以下であ

ること。 

制限距離：200 m 

制限距離内に既存源泉等

なし 

②温泉動力の装置の許可に係る審査基準 

（平成 10 年７月１日東京都告示第 724 号） 

・揚湯量：150 ｍ3／日以下 

 66.1ｍ3／日 

③温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて 

（平成 20 年９月９日東京都自然環境保全審議会温泉部会決定） 
 

ア 

配慮を要する井戸への影響： 

周辺１km 以内の水道水源井戸又は水道未給水地域におけ

る生活の用に供する井戸 

配慮を要する井戸なし 

イ 

配慮を要する湧水への影響： 

周辺１km 以内で、重要な役割を持つとして区市町村が指

定又は判断する湧水 

配慮を要する湧水なし 

 ＜周辺自治体からの申請に対する地下水保全に関する意見＞ 

大田区：なし 
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・可燃性天然ガスによる災害防止に関する基準に適合していること（第２号） 

 

基準 本申請の内容 

温泉法施行規則第１条の２各号 

ア 

掘削口から敷地境界線までの水平距離が８ｍ以上であるこ

と 

（規則１条の２第１号） 

水平距離 ８ｍ以上 

イ 

火気を使用する設備を設置しないこと 

火気を使用する作業をしないこと 

火気の使用を禁止する旨を掲示すること 
（規則１条の２第２号） 

火気設備を設置しない 
火気作業（※）をしない 
火気禁止を掲示する 
※溶断・溶接作業を除く 

ウ 

掘削口から水平距離８ｍの範囲内で、関係者以外の立入り

を制限すること 

（規則１条の２第３号） 

周囲にフェンスを設置し、立

入りを制限する 

エ 

携帯型のガス測定器及び消火器を備えていること 

（規則１条の２第４号） 
ガス測定器及び消火器を備え

置く 

オ 

噴出防止装置及び警報設備を設置すること 

（規則１条の２第５号、第６号） 
噴出防止装置：ラム型 
検知器は掘削口直上に設置、

25％LELで発報 

カ 

毎日１回以上、掘削口の周辺のメタンの濃度を測定し保存

すること 

（規則１条の２第７号、第９号） 

毎作業日、メタンの濃度を測

定し保存する 

キ 

掘削に係る災害防止規定を作成し、掘削の場所に備え置く

こと 

（規則１条の２第１０号） 

現場事務所に備え置く 

ク 

災害その他の非常の場合には、「キ」の規定に従って必要

な措置を行うこと 

（規則１条の２第１１号） 

必要な措置を行う 
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